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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力画像に対して所定の方向に加重平均処理をした平均画像を生成する平均画像生成手
段と、
　前記方向とは異なる方向に、前記平均画像を複数の周波数成分の画像に分解する分解手
段と、
　前記周波数成分の画像にフィルター処理をして、前記周波数成分の画像に含まれるライ
ン状ノイズを低減する低減手段と、
　前記ライン状ノイズが低減された周波数成分の画像を再構成する再構成手段と、
　前記平均画像から前記再構成された画像を差し引き、前記所定の方向に沿ったライン状
ノイズ画像を抽出する抽出手段と、
　前記ライン状ノイズ画像に基づいて前記入力画像のライン状ノイズを低減したノイズ低
減後画像を生成するノイズ低減後画像生成手段と、
　を有することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　入力画像を所定の方向に複数の周波数成分の画像に分解する分解手段と、
　前記周波数成分の画像に対して、前記方向とは異なる方向に加重平均処理をした平均画
像を生成する平均画像生成手段と、
　前記平均画像にフィルター処理をして、前記異なる方向に沿ったライン状ノイズ画像を
抽出する抽出手段と、
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　前記ライン状ノイズ画像に基づいて前記周波数成分の画像のライン状ノイズを低減した
ノイズ低減後画像を生成するノイズ低減後画像生成手段と、
　前記ノイズ低減後画像を再構成する再構成手段と、
　を有することを特徴とする情報処理装置。
【請求項３】
　前記フィルター処理は、画像の画素値に依存してフィルター係数が変化する非線形フィ
ルターを用いて行なわれることを特徴とする請求項１または２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記フィルター処理では、画素値の差分に応じてフィルター係数が変化し、前記フィル
ター係数の変化量は前記分解のレベルに応じて可変であることを特徴とする請求項１乃至
３のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記フィルター処理は、εフィルター、分散フィルター、ＭＴＭフィルター、バイラテ
ラルフィルターのいずれかをハイパスフィルターとして用いて行なわれることを特徴とす
る請求項１乃至４のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記平均画像生成手段は、前記加重平均処理により前記入力画像を縮小した画像を生成
することを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記平均画像生成手段は、前記周波数成分の画像のそれぞれに対して縮小率を可変に設
定し、前記周波数成分の画像を縮小した画像を生成することを特徴とする請求項２に記載
の情報処理装置。
【請求項８】
　入力画像に対して周波数分解処理を実行して複数の周波数成分に分解された周波数分解
画像を取得し、前記複数の周波数成分に分解された周波数分解画像において、ライン状ノ
イズと平行な方向に加重平均処理を実行する処理手段と、
　前記加重平均処理された周波数分解画像から前記ライン状ノイズを抽出する抽出手段と
、
　前記抽出されたライン状ノイズをそれぞれの周波数分解画像から差し引く差分処理を行
い、前記周波数分解画像に含まれるライン状ノイズを低減した周波数分解画像を取得する
取得手段と、
　前記ライン状ノイズが低減された前記周波数分解画像を再構成する再構成手段と、
　を有することを特徴とする情報処理装置。
【請求項９】
　前記抽出手段は、前記加重平均処理された周波数分解画像にフィルター処理をして、ラ
イン状ノイズを抽出することを特徴とする請求項８に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記フィルター処理は、前記周波数分解画像の画素値に依存してフィルター係数が変化
する非線形フィルターを用いて行なわれることを特徴とする請求項９に記載の情報処理装
置。
【請求項１１】
　前記フィルター処理では、前記周波数分解画像の画素値の差分に応じてフィルター係数
が変化し、前記フィルター係数の変化量は前記分解のレベルに応じて可変であることを特
徴とする請求項９に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　前記フィルター処理は、εフィルター、分散フィルター、ＭＴＭフィルター、バイラテ
ラルフィルターのいずれかをハイパスフィルターとして用いて行なわれることを特徴とす
る請求項９乃至１１のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　前記処理手段は、前記加重平均処理により前記入力画像を縮小した周波数分解画像を生
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成することを特徴とする請求項８乃至１２のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　前記処理手段は、前記周波数分解画像のそれぞれに対して縮小率を可変に設定し、前記
周波数分解画像を縮小した画像を生成することを特徴とする請求項１３に記載の情報処理
装置。
【請求項１５】
　入力画像を所定の方向に複数の周波数成分の画像に分解する分解手段と、
　前記周波数成分の画像に対して、前記方向とは異なる方向に加重平均処理をした画像を
生成する生成手段と、
　前記加重平均処理された画像にフィルター処理をして、前記異なる方向に沿ったライン
状ノイズを抽出する抽出手段と、
　前記周波数成分の画像から前記ライン状ノイズを差し引いた差分画像を生成する差分画
像生成手段と、
　前記差分画像を再構成する再構成手段と、
　を有することを特徴とする情報処理装置。
【請求項１６】
　前記フィルター処理は、画像の画素値に依存してフィルター係数が変化する非線形フィ
ルターを用いて行なわれることを特徴とする請求項１５に記載の情報処理装置。
【請求項１７】
　前記フィルター処理では、画素値の差分に応じてフィルター係数が変化し、前記フィル
ター係数の変化量は前記分解のレベルに応じて可変であることを特徴とする請求項１５に
記載の情報処理装置。
【請求項１８】
　前記フィルター処理は、εフィルター、分散フィルター、ＭＴＭフィルター、バイラテ
ラルフィルターのいずれかをハイパスフィルターとして用いて行なわれることを特徴とす
る請求項１５乃至１７のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１９】
　前記生成手段は、前記加重平均処理により前記入力画像を縮小した画像を生成すること
を特徴とする請求項１５に記載の情報処理装置。
【請求項２０】
　前記生成手段は、前記周波数成分の画像のそれぞれに対して縮小率を可変に設定し、前
記周波数成分の画像を縮小した画像を生成することを特徴とする請求項１５に記載の情報
処理装置。
【請求項２１】
　ライン状ノイズを低減する情報処理方法であって、
　入力画像に対して所定の方向に加重平均処理をした平均画像を生成する平均画像生成工
程と、
　前記方向とは異なる方向に、前記平均画像を複数の周波数成分の画像に分解する分解工
程と、
　前記周波数成分の画像にフィルター処理をして、前記周波数成分の画像に含まれるライ
ン状ノイズを低減する低減工程と、
　前記ライン状ノイズが低減された周波数成分の画像を再構成する再構成工程と、
　前記平均画像から前記再構成された画像を差し引き、前記所定の方向に沿ったライン状
ノイズ画像を抽出する抽出工程と、
　前記ライン状ノイズ画像に基づいて前記入力画像のライン状ノイズを低減したノイズ低
減後画像を生成するノイズ低減後画像生成工程と、
　を有することを特徴とする情報処理方法。
【請求項２２】
　ライン状ノイズを低減する情報処理方法であって、
　入力画像を所定の方向に複数の周波数成分の画像に分解する分解工程と、
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　前記周波数成分の画像に対して、前記方向とは異なる方向に加重平均処理をした平均画
像を生成する平均画像生成工程と、
　前記平均画像にフィルター処理をして、前記異なる方向に沿ったライン状ノイズ画像を
抽出する抽出工程と、
　前記ライン状ノイズ画像に基づいて前記周波数成分の画像のライン状ノイズを低減した
ノイズ低減後画像を生成するノイズ低減後画像生成工程と、
　前記ノイズ低減後画像を再構成する再構成工程と、
　を有することを特徴とする情報処理方法。
【請求項２３】
　ライン状ノイズを低減する情報処理方法であって、
　入力画像に対して所定の方向に加重平均処理をした画像を生成する生成工程と、
　前記方向とは異なる方向に、前記加重平均処理された画像を複数の周波数成分の画像に
分解する分解工程と、
　前記周波数成分の画像にフィルター処理をして、前記周波数成分の画像に含まれるライ
ン状ノイズを低減する低減工程と、
　前記ライン状ノイズが低減された周波数成分の画像を再構成する再構成工程と、
　前記加重平均処理された画像から前記再構成された画像を差し引き、前記所定の方向に
沿ったライン状ノイズを抽出する抽出工程と、
　前記入力画像から前記ライン状ノイズを差し引いた差分画像を生成する差分画像生成工
程と、
　を有することを特徴とする情報処理方法。
【請求項２４】
　ライン状ノイズを低減する情報処理方法であって、
　入力画像を所定の方向に複数の周波数成分の画像に分解する分解工程と、
　前記周波数成分の画像に対して、前記方向とは異なる方向に加重平均処理をした画像を
生成する生成工程と、
　前記加重平均処理された画像にフィルター処理をして、前記異なる方向に沿ったライン
状ノイズを抽出する抽出工程と、
　前記周波数成分の画像から前記ライン状ノイズを差し引いた差分画像を生成する差分画
像生成工程と、
　前記差分画像を再構成する再構成工程と、
　を有することを特徴とする情報処理方法。
【請求項２５】
　入力画像に対して周波数分解処理を実行して複数の周波数成分に分解された周波数分解
画像を取得し、前記複数の周波数成分に分解された周波数分解画像において、ライン状ノ
イズと平行な方向に加重平均処理を実行する処理工程と、
　前記加重平均処理された周波数分解画像から前記ライン状ノイズを抽出する抽出工程と
、
　前記抽出されたライン状ノイズをそれぞれの周波数分解画像から差し引く差分処理を行
い、前記周波数分解画像に含まれるライン状ノイズを低減した周波数分解画像を取得する
取得工程と、
　前記ライン状ノイズが低減された前記周波数分解画像を再構成する再構成工程と、
　を有することを特徴とする情報処理方法。
【請求項２６】
　コンピュータを、請求項１乃至２０のいずれか１項に記載の情報処理装置の各手段とし
て機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、情報処理方法およびプログラムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　医療現場では、放射線（例えば、Ｘ線）を用いた動画撮影に基づく診断や治療が盛んに
行なわれており、最近では、平面検出器(Flat Panel Detector)を用いたＸ線撮影装置が
頻繁に使用されるようになってきている。これらはフォトダイオードをアレイ上に配列す
ることで、Ｘ線検出面の平坦化を実現しており、従来のイメージインテンシファイアーを
用いたＸ線撮影装置で生じていた電子光学的な歪みの問題を解決している。しかしながら
、平面検出器はフォトダイオードで光電変換された信号を長い信号線を通して読みだすた
め、外的又は内的な要因の影響により画像にノイズが生じ易い。
【０００３】
　また、放射線を用いた撮影では、人体の被ばくを低減するため、低線量での撮影が要求
される。そのため、読み取られる信号が極めて小さな値となり、画像に僅かなゆらぎが生
じても視認されてしまう。特に、縦や横に走る筋状のムラ（以下、「ライン状ノイズ」と
呼ぶ）は、人間の目が敏感に検知するため、診断および治療時の画質に大きな影響を与え
る。　
　従来、ライン状ノイズを低減させる手法として、特許文献１に示されるように、空間フ
ィルターを用いた技術が知られている。特許文献１の手法では、ライン状ノイズを含んだ
元画像を横方向に加重平均して、ランダムノイズを低減した画像から非線形ハイパスフィ
ルターを用いてライン状ノイズを抽出する。そして、そのライン状ノイズを元画像から差
し引くことでライン状ノイズを低減する方法が記載されている。
【０００４】
　また、特許文献２には、ライン状ノイズを含んだ元画像を横方向に加重平均して、ラン
ダムノイズを低減した画像を元画像に線形結合、時間方向にリカーシブ処理することで、
ライン状ノイズを低減する方法が記載されている。
【０００５】
　また、特許文献３には、画像を複数の周波数帯域に分解してからノイズ低減をする方法
が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１１－０２８５８８号公報
【特許文献２】特開２０１１－１３４１１８号公報
【特許文献３】特許第４０７２４９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１の手法では、ライン状ノイズに空間フィルター処理を実施し、ライン状ノイ
ズを低減させている。この場合、空間フィルターのタップ数は有限のサイズしか持ちえな
い。したがって、被写体と同程度の空間周波数帯域の低周波のライン状ノイズに対応する
のは困難である。この結果、画像に低周波のうねりが残存してしまい、動画像ではフリッ
カのように見えてしまう。
【０００８】
　特許文献２の手法では、時間方向のリカーシブ処理を行うため低周波のライン状ノイズ
を低減することが可能である。しかしながら、リカーシブフィルタは安定するまでに時間
がかかるため、撮影の１０数フレームはライン状ノイズを低減することが困難である。ま
た、特許文献２の手法を静止画撮影に適用することはできない。
【０００９】
　特許文献３の手法では、画像を複数の周波数帯域に分解することでランダムノイズ低減
を行うものである。この手法は各周波数帯域にノイズ低減処理をすることで、全周波数帯
域のランダムノイズを低減することが可能である。しかしながら、ライン状ノイズを対象
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とした手法ではないため、ライン状ノイズを低減する効果は低い。
【００１０】
　また、当業者が容易に想定しうるように、高速フーリエ変換などを用いて周波数領域に
画像を変換してからフィルター処理を行い、ライン状ノイズを低減することも可能である
。この方法では全周波数帯域の処理を行うことが可能であるが、周波数領域に画像が変換
されると画像の位置情報が失われる。この結果、εフィルターのような非線形フィルター
を用いることができなくなるため、被写体とノイズの分離が困難になる。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、ランダムノイズの影響を受けにく
く、被写体に影響を与えにくい１枚の画像から全空間周波数帯域のライン状ノイズを低減
できる技術の提供を目的とする。
【００１２】
　上記課題を解決するため、本発明の一つの側面に係る情報処理装置は、入力画像に対し
て所定の方向に加重平均処理をした平均画像を生成する平均画像生成手段と、
　前記方向とは異なる方向に、前記平均画像を複数の周波数成分の画像に分解する分解手
段と、
　前記周波数成分の画像にフィルター処理をして、前記周波数成分の画像に含まれるライ
ン状ノイズを低減する低減手段と、
　前記ライン状ノイズが低減された周波数成分の画像を再構成する再構成手段と、
　前記平均画像から前記再構成された画像を差し引き、前記所定の方向に沿ったライン状
ノイズ画像を抽出する抽出手段と、
　前記ライン状ノイズ画像に基づいて前記入力画像のライン状ノイズを低減したノイズ低
減後画像を生成するノイズ低減後画像生成手段と、を有することを特徴とする。
【００１３】
　上記課題を解決するため、本発明の他の側面に係る情報処理装置は、入力画像を所定の
方向に複数の周波数成分の画像に分解する分解手段と、
　前記周波数成分の画像に対して、前記方向とは異なる方向に加重平均処理をした平均画
像を生成する平均画像生成手段と、
　前記平均画像にフィルター処理をして、前記異なる方向に沿ったライン状ノイズ画像を
抽出する抽出手段と、
　前記ライン状ノイズ画像に基づいて前記周波数成分の画像のライン状ノイズを低減した
ノイズ低減後画像を生成するノイズ低減後画像生成手段と、
　前記ノイズ低減後画像を再構成する再構成手段と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、ランダムノイズの影響を受けにくく、被写体に影響を与えにくい１枚
の画像から全空間周波数帯域のライン状ノイズを低減した画像を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施形態に係る情報処理装置の構成例を示す図。
【図２】第１実施形態の手順を示すフローチャート。
【図３】ラプラシアンピラミッドによる分解および再構成を説明する図。
【図４】ラプラシアンピラミッドによる分解の周波数特性を説明する図。
【図５】第２実施形態の手順を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　（第１実施形態）
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態を例示的に説明する。図１は、本発明の実施
形態に係る情報処理装置の機能的な構成例を示す図である。情報処理装置１００は、ＣＰ
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Ｕ１０６、メインメモリ１１０、キーボードやタッチパネルを備えた操作パネル１０８、
処理した画像を表示するディスプレイ１０９、画像処理回路１１１を有する。また、情報
処理装置１００は、ＧＰＵ１０７（Graphics Processing Unit）等のグラフィック制御部
、ネットワークカード等の通信部を有してもよい。情報処理装置１００がＸ線撮影装置と
して機能する場合は、Ｘ線管１０１と平面検出器１０３とそれらを制御して被写体１０２
を撮影するデータ収集回路１０４なども具備する。なお、これら各構成回路は、バス１０
５等により接続され、ＣＰＵ１０６がメインメモリ１１０に記憶されたプログラムを実行
することで制御される。
【００１７】
　画像処理回路１１１は、ランダムノイズ低減回路１１２、分解回路１１３、ライン状ノ
イズ抽出回路１１４、再構成回路１１５、差分回路１１６および補間差分回路１１７を有
する。ランダムノイズ低減回路１１２は画像からランダムノイズ低減画像を生成する。分
解回路１１３は画像を複数の周波数帯域の画像に分解する。ライン状ノイズ抽出回路１１
４は分解された画像にライン状ノイズ低減処理を行う。再構成回路１１５はライン状ノイ
ズ低減処理された分解画像を再構成する。差分回路１１６は再構成した画像をランダムノ
イズ低減画像から差し引きライン状ノイズ画像を抽出する。補間差分回路１１７はライン
状ノイズ画像を画像から補間して差分する。
【００１８】
　次に図２に示すフローチャートを用いて本発明の第１実施形態に係る情報処理装置の動
作および情報処理方法（ライン状ノイズ低減処理方法）について詳細に説明する。
【００１９】
　まず、データ収集回路１０４によって平面検出器１０３で撮影された画像はバス１０５
を介して画像処理回路１１１に転送される。そして、ステップＳ２０１において、ランダ
ムノイズ低減回路１１２はライン状ノイズに対して水平方向に（すなわちライン状ノイズ
に対して平行に）入力画像を縮小（横縮小）するとともに画素値を加重平均する。ここで
、ランダムノイズ低減回路１１２は、入力画像の所定の方向（ライン状ノイズに対して平
行）に加重平均処理をした画像を生成する生成部として機能する。例えば、入力画像の横
画素数１０００から縮小画像の横画素数１００画素に縮小する場合、縮小画像の１画素の
画素値は入力画像の１０画素の平均値で構成される。
【００２０】
　この操作により、ランダムノイズは１／√１０に低減される。縮小率は高ければ高いほ
どランダムノイズが低減され、ライン状ノイズを抽出しやすくなるが、ライン状ノイズも
水平方向に分布を持っているため、ライン状ノイズの状態に合わせて適切な縮小率を設定
する。また、次段階以降の処理時間の制限を受けない場合は、横縮小を行わずに、水平方
向に一次元ローパスフィルターで入力画像を平滑化して、ランダムノイズを低減してもよ
い。
【００２１】
　次にステップＳ２０２において、分解回路１１３（分解部）はライン状ノイズに対して
垂直な方向に、ランダムノイズ低減画像を複数の周波数帯域に１次元分解する。本実施形
態では周波数分解にラプラシアンピラミッドを用いる。図３に周波数分解の概念図を示す
。分解回路１１３（図３（ａ））に入力されるランダムノイズ低減画像Ｌ１に対して図３
（ｂ）に示すような１次元ローパスフィルターを用いてエイリアシング防止処理を行い、
１／２にダウンサンプリングすることで低解像度画像Ｌ２を得ることができる。また高周
波成分Ｈ１はL２を２倍にアップサンプリングし、１次元ローパスフィルター（ＬＰＦ）
を用いてエイリアシング防止処理を行い、ランダムノイズ低減画像Ｌ１から差分すること
で得ることができる。以上の処理を逐次的に行ってｎレベルの低周波成分Ｌｎ画像および
高周波成分Ｈｎ画像を生成することができ、複数の周波数帯域の画像が生成される。　　
　図４（ａ）にラプラシアン分解によって生成される各周波数帯域画像の周波数特性の例
を示す。高さ１０００画素の画像をＬ１０まで分解した場合、Ｌ１０は数画素のレベルま
で分解される。また、各レベルの高周波成分Ｈｎ画像はランダムノイズ低減画像Ｌ１を帯
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域制限したものとなっている。図４（ｂ）に示すように周波数分解成分をすべて重ね合わ
せればすべての帯域で振幅１となり、ランダムノイズ低減画像Ｌ１を再現することができ
る。
【００２２】
　次に、ステップＳ２０３において、ライン状ノイズ抽出回路１１４と差分回路１１６を
用いて、フィルター処理、およびライン状ノイズ低減処理を各周波数分解画像に施す。こ
こで、ライン状ノイズ抽出回路１１４および差分回路１１６は周波数成分の画像に含まれ
るノイズを低減する低減部として機能する。ライン状ノイズ抽出回路１１４は、周波数分
解した各レベルの低周波成分Ｌｎ画像に非線形フィルター（例えば、一次元εフィルター
）を用いて、低周波成分Ｌｎ画像からライン状ノイズ成分を抽出する（フィルター処理）
。その結果を差分回路１１６で各高周波成分Ｈｎ画像から差し引くことで各周波数帯域の
ライン状ノイズを低減する（ライン状ノイズ低減処理）。
【００２３】
　非線形フィルターは、画像の画素値に依存してフィルター係数が変化するフィルターで
ある。一次元εフィルター（以下、「εフィルター」という）とはフィルターに用いる画
素値の差を比較して、その差が大きいときにフィルター係数を減衰もしくはゼロにする非
線形フィルターである。フィルター処理では、画素値の差分に応じてフィルター係数が変
化し、フィルター係数の変化量は周波数分解のレベルに応じて可変である。すなわち、フ
ィルターに用いる中心画素値と周辺画素値の差が大きいときはフィルター係数を変化させ
てフィルターの影響を抑制することで、被写体のエッジ成分（被写体成分）を保存するこ
とができる。通常εフィルターはローパスフィルターとして用いられ、式（１）によって
表現される。ここで、Ｇはフィルター係数、Ｉｎ（ｉ）はフィルターへの入力画素値、Ｏ
ｕｔ（ｉ）はフィルターの出力画素値、Ｆは非線形（区分線形）関数でε値を閾値として
出力を制御する。
【００２４】
【数１】

【００２５】
　本実施形態では、このフィルターをハイパスフィルターとして用いる。すなわち、ロー
パスフィルターの入力画像から出力画像を差し引けばハイパスフィルターになるので、ε
ハイパスフィルターは式（２）で表現される。
【００２６】

【数２】

【００２７】
　εハイパスフィルターは被写体成分を示すエッジを抽出せずに、ノイズのみを抽出する
ことが可能である。したがって、ライン状ノイズの標準偏差σに応じて適切な値、例えば
ε＝３σなどを用いることで、被写体成分を抽出せずにライン状ノイズのみを抽出するこ
とができる。
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【００２８】
　また、フィルター係数Ｇはラプラシアンピラミッド分解で使用される図３（ｂ）に示さ
れているものと同等か、やや広めの帯域を持つものを使用する。これにより、周波数分解
により帯域制限された各画像の帯域をカバーすることができる。なお、同様な機能を持つ
非線形フィルターとして、分散フィルター、ＭＴＭフィルターやバイラテラルフィルター
などが知られており、これらのフィルターを非線形ハイパスフィルターとして使用するこ
とも可能である。
【００２９】
　また、周波数分解でローパスフィルターを用いてエイリアシング処理を行っているので
、式（３）に従ってライン状ノイズの振幅が抑制されることを考慮し、各レベルのε値を
求めてもよい。ｈは図３（ｂ）で示されるローパスフィルターの係数であり、σ１は入力
画像のライン状ノイズの標準偏差σと等しい。
【００３０】
【数３】

【００３１】
　平面検出器１０３のハードウェアの特性や周囲の電磁ノイズの状況に応じてライン状ノ
イズの特有の周波数成分が強くなる場合が生じ得る。この場合、その周波数レベルにおけ
るε値を適切（可変）に設定することで、周波数レベルに応じたフィルター係数を変化さ
せて効果的なライン状ノイズの抽出を行うことができる。
【００３２】
　平面検出器１０３が動画、静止画、ビニング、フレームレートなど様々な駆動モードを
持っている場合、その駆動モードのライン状ノイズの大きさに合わせてε値を切り替える
ことも効果的である。
【００３３】
　次にステップＳ２０４において、再構成回路１１５（再構成部）は各周波数分解画像を
再構成する。この処理は図３（ｃ）に示すように各周波数レベルの低周波成分Ｌｎ＋１画
像をアップサンプリングし、図３（ｂ）に示すようなローパスフィルター（ＬＰＦ）で処
理して、Ｈｎ’に加算することで逐次的に行われる。ここでＨｎ’は高周波成分Ｈｎ画像
からライン状ノイズ低減処理でライン状ノイズが取り除かれたものである。したがって、
再構成されたランダムノイズ低減画像Ｌ１’は全周波数領域のライン状ノイズが低減され
たものとなる。
【００３４】
　次にステップＳ２０５において、差分回路１１６は、ランダムノイズ低減画像から、先
のステップＳ２０４で再構成されたランダムノイズ低減画像を差し引く差分処理（L１－
Ｌ１’）を行う。再構成されたランダムノイズ低減画像Ｌ１’は全周波数領域のライン状
ノイズが低減されたものであるため、差分処理（L１－Ｌ１’）により、ライン状ノイズ
画像を取得（抽出）することができる。
【００３５】
　最後にステップＳ２０６において、補間差分回路１１７（差分画像生成部）は、入力画
像から、先のステップＳ２０５の差分処理により取得したライン状ノイズ画像を差し引く
。これによって入力画像から全周波数帯域のライン状ノイズを低減することができる。ラ
イン状ノイズ画像が縮小されている場合は単純に、縮小時に用いた入力画像のうち対応す
る画素から差し引けばよい。例えば、入力画像が幅１０００画素であり、ライン状ノイズ
画像が幅１００画素の場合、入力画像の横から１～１０画素目まではライン状ノイズ画像
の横から１画素目を差し引く。同様に、入力画像の１１～２０画素目まではライン状ノイ
ズ画像の横から２画素目を差し引けばよい。
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【００３６】
　以上の処理により入力画像の全周波数帯域に渡ってライン状ノイズを低減することが可
能となる。これにより、動画像においては診断の邪魔になるフリッカ状のライン状ノイズ
を最初のフレームから低減された動画像を提供することができる。また、静止画像におい
ても全周波数帯域のライン状ノイズが低減された従来よりも高品位な画像を提供すること
ができる。
【００３７】
　（第２実施形態）
　次に本発明の第２実施形態に係る情報処理装置の動作および情報処理方法（ライン状ノ
イズ低減処理方法）について図５を用いて詳細に説明する。第１実施形態と重複する部分
の説明は省略する。また、情報処理装置の機能構成は第１実施形態で説明した図１の構成
と共通であるため個別の説明は省略し、図１の構成要素を参照して本実施形態の詳細を説
明する。
【００３８】
　まず、データ収集回路１０４によって平面検出器１０３で撮影された画像はバス１０５
を介して画像処理回路１１１に転送される。そして、ステップＳ５０１において、分解回
路１１３は入力画像を複数の周波数帯域に１次元分解する。ここで用いる周波数分解の方
法は第１実施形態で説明した方法と同様のものである。
【００３９】
　次にステップＳ５０２において、ランダムノイズ低減回路１１２は、ライン状ノイズに
対して水平方向に（すなわちライン状ノイズと平行に）各周波数分解画像の低周波成分Ｌ
ｎを縮小（横縮小）するとともに画素値を加重平均する。その方法は第１実施形態と同様
のものであるが、本実施形態では、周波数成分の画像のそれぞれに対して縮小率を可変に
設定することができる。すなわち、ライン状ノイズの水平方向の分布が小さい周波数帯域
では、縮小率をより高く設定することで、ランダムノイズを強く抑制する。また、ライン
状ノイズの水平方向の分布が大きい周波数帯域では、縮小率を低めに設定することでライ
ン状ノイズの分布を縮小画像に反映させる。これにより、各周波数帯域のライン状ノイズ
の水平方向の分布に合わせて、より効果的なライン状ノイズの抽出が可能になる。
【００４０】
　なお、第１実施形態でも説明したように横縮小を行わず、一次元ローパスフィルターで
各周波数分解画像の低周波成分Ｌｎを平滑化して、ランダムノイズを低減してもよい。そ
の場合は、一次元ローパスフィルターの通過域を周波数分解画像のライン状ノイズの分布
に応じて変更すればよい。
【００４１】
　次にステップＳ５０３において、ライン状ノイズ抽出回路１１４を用いて、ランダムノ
イズが低減された各周波数分解画像の低周波成分Ｌｎからライン状ノイズ画像を抽出する
。ライン状ノイズ画像の抽出方法は第１実施形態と同様のものである。ライン状ノイズ抽
出回路１１４は、加重平均処理された周波数分解画像の低周波成分Ｌｎに非線形フィルタ
ーを用いて、低周波成分Ｌｎ画像からライン状ノイズ成分を抽出する（フィルター処理）
。
【００４２】
　次にステップＳ５０４において、補間差分回路１１７は、各周波数分解画像の高周波成
分ＨｎからステップＳ５０３で抽出されたライン状ノイズ画像を差し引く差分処理を行う
。ライン状ノイズ画像が縮小されている場合は単純に、縮小時に用いた入力画像のうち対
応する画素から差し引けばよい。例えば高周波成分Ｈｎ画像が幅１０００画素であり、ラ
イン状ノイズ画像が幅１００画素の場合、高周波成分Ｈｎ画像の横から１～１０画素目ま
ではライン状ノイズ画像の横から１画素目を差し引く。高周波成分Ｈｎ画像の１１～２０
画素目まではライン状ノイズ画像の横から２画素目を差し引けばよい。これにより、ライ
ン状ノイズが低減された高周波成分Ｈｎ’画像が生成される。
【００４３】
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　最後にステップＳ５０５において、再構成回路１１５は、各周波数分解画像を再構成す
る。再構成されたランダムノイズ低減画像Ｌ１’は全周波数領域のライン状ノイズが低減
されたものとなる。再構成の方法は第１実施形態と同じである。
【００４４】
　以上の処理により入力画像の全周波数帯域に渡ってライン状ノイズを低減することが可
能となる。また、各周波数帯域におけるライン状ノイズの水平方向の分布を加味すること
で、さらに効果的なライン状ノイズ低減処理を行い、より高品位な画像を提供することが
できる。　
　以上が本発明の代表的な実施形態の例であるが、本発明は、上記及び図面に示す実施形
態に限定することなく、その要旨を変更しない範囲内で適宜変形して実施できるものであ
る。また、本発明は、例えば、システム、装置、方法、プログラム若しくは記憶媒体等と
しての実施態様を採ることもできる。具体的には、複数の機器から構成されるシステムに
適用してもよいし、また、一つの機器からなる装置に適用してもよい。
【００４５】
　（その他の実施例）
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。上述した実施形態
の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体を介し
てシステム或いは装置に供給し、システム或いは装置のコンピュータ（またはＣＰＵやＭ
ＰＵ、ＧＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。

【図１】 【図２】
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